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1. はしがき

長尾義三

（京都大学）

乙ζで沿岸域とは陸域と水域で構成され，陸域でも，水域でもない第3の

新たな国土の空間という概念、を持つ。乙乙での水域は，経済水域さらに領海

IL属し，主権は固にあるが，原則的として，地方自治団体の行政区域は明確

でない特徴を持っている。沿岸域の水域の範囲自体，海岸法の示すように，

春分の干潮面50m前後までとか 大陸棚の縁辺まで示すのか明確でない。乙

乙では，水深20m～50 m までの水域と一応規定しておく ~ll 陸域は，土地利

用，行政区分，さらに，土地所有，利用権について複雑ではあるが，明らか

に苫れている特徴を持つ。しかし，その範囲は，海岸線満湖面から50m程度

という，海岸法の規定もしくは，港湾隣接地域，臨港地区の範囲IL拘わるも

のではないが，分水嶺までというような広大なものではなく，当該地域を自

然沿岸とみなしたとき，高潮つなみ，もしくは潮風の著しく影響する範囲と

一応規定しておく。いろいろな統計資料を利用する点から， ζれらの範囲を

包括する行政区域の包む範囲を乙の空間として考察する乙とが実際的であろ

つ。
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海国日本というが，わが国は海国とはし、えない。（2）何故なら，日本人の考

えとして，陸の延長として海を考えようとする習慣があるからである。国民

が海を理解し，海の摂理に従って，陸域での生活を考え，港湾，都市，そし

て地域の発展を考えるとき 海洋国家であるといえる。欧米諸国家と日本と

の一つの違いを乙のような点でも指摘できる。例えば，地中海 ・北海の港湾

都市，港湾から，内陸の街路鉄道を発達させた，ニューヨークの港湾都市，

また海浜の自然系，生態系を考え，鎧物は高潮・波浪の及ぶ範囲l乙鐙設させ

難くする制度を考えたりするのは，海からの考え方である。一方，浅海部を

干拓，埋立したり，海岸堤防を水深の深い所lζ築造して陸地を増加させよう

とするのは陸からの思考といえる。海岸線花恵まれ，陸地が少ない国民性と，

陸地が多く ，海岸線fL.恵まれていない国民性との相違かも知れないが，沿岸

域iζ対する考え方は，線本的lζ欧米人と相違する ζとをまず指摘しておきた

し、。

わが国では，沿岸域において，干拓，埋立を通じて，土地利用，都市，港

湾が活発に行われてきたが どちらかというと 陸地の拡張という形で行わ

れてきた。そ乙に，＊と陸との接点、，沿岸域の特性が失われ，重大な幾多の

矛盾が表われるに至っている。また，開発されてきた沿岸域のスプロールや，

陳腐化も現われ始め，港湾再開発という要請も高まってきている。 ζζで本

文では，わが国の沿岸域問題の所在を明らかにし，沿岸域の一つの部分であ

る港湾の再開発を考えるときの課題を求めてみたい。

2. わが国の沿岸域の特性

(1) 海岸の特性

南北lζ細長い島国lζ速なるわが国の海岸線延長は約 33,000km。表lのよう

に，崖岩で構成される沿岸を除いた自然海岸は約 ll,OOOkmと全体の%に過

ぎない。既に人工構造物のある人工海岸は，約8,400km と全海岸の 25~ちを占

めている。東京港，伊勢湾，大阪湾，瀬戸内海における人工海岸率はそれぞ

れ83~ぢ， 70 % ' 81箔， 41 9ぢと全国平均lζ比べて高い。元来，海岸は，
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河口部を中心として

内陸から排出Eされる

土砂がゆるやかに堆

積し，河口デルタ，

海浜を形成し， そ乙

表－1 海岸線と背後の土地利用
(lji.位 。km,%) 

if!Uil線区分 1'fi&I也卜J也刷Jiii延長 村l1ftlt NliiiZ比 制ii J, ぞ

rn 知l 司i 583 1.8 52 .0 
人工榊t;i;:1・

森 H; 361 I. I 3232. 2 

};'!, J也 ：雄物用地等 94 0 .3 8.4 
8, 396km 

人 荒地 その他 84 0. 3 7. 5 自然海mt

よ I, 121 3 .4 100 .0 24, 387km 

if1/ 聞 部H 等 I,574 4 .8 21.6 

口弘
森 林 I, 929 5 .8 26. 5 

その他 Ill物用地等 2, 850 8.6 39. 5 

荒 J也・その他 922 2.8 12. 7 

7. 275 22 .0 100 .0 

国 知l 等 2,228 6. 7 20. 2 

.it.1 林 4,I 13 12 .4 37. 3 

砂際 建物用地等 I. 230 3. 7 JI .6 
1・1 荒地・その他 3, 450 10.4 31. 3 

りと JI. 020 33.3 100 .0 

if1iょ 凶 知l て平 2, 005 6.1 15.0 

).jl 
森 林 6, 872 20.8 51.4 

iil 岩 建物用地~~； 593 I. 8 4. 4 

Jn'. J也・その他 3,896 11.8 29. I 

13, 367 40.4 100.0 

戸I [/ 111 274 0.8 

ft il-1" 33,057 100.0 

lζ干潟，浜， 沼，湿

地帯，浅海部等を通

じて海岸へと連続的

lζ続く のが常態であ

る。 土地の少ないわ

が国では，河川堤防，

干拓および， 表2の

ように埋立等が積極

的lζ行われて，内陸

が深海部に向けて拡

張し，海浜部が喪失

し，海と陸との不連

続沿岸域が多くなっ

t主① 国土地理院の 「全liilihUi-~域JJll兄z湖査」（ I昭和50年），による。

②海岸線区分の内：RはifiHi！線Hill'幅約IOOmの状況，背後地，.. 
I也料用は海岸椋より｜培fl町中’＇J1 kmまでの純閉め状況を示すg 利

表 2 公有水面埋立 （昭和20年度～50年度）
（単位 ・千ha,%) 

工場用地 住宅 mt也 ~ m I也 公共純i設 j十
その他用地

407 46 452 276 1,182 

(34.4) (3. 9) (38 2) (23.4) (IOO) 

t-t：①建設省，五K輸省資料から作成。
討： ② 建設省分は免許ベースのイ直て、あ り，かつ内水聞の上＇［立 ・干拓を含んでおり，r毎而

面にかかわる処立 ・干妬の笑fi'！とは呉なる。五［輸省分は竣工ベースの値であ り，
昭和50年度末現花工事中のA里立を含んでいる。

③ （ ）内は利用目的）JIJ椛成比である。

ている。 瀬戸内海では，明治31年，2.5万九Gあった干潟は昭和44年 1.5加と

40 ~ぢ減少している。さら に ， 河川の上流IC は，砂防工事， ダム工事が行われ，
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土砂の流下，海岸への堆積が止み，各所iζ侵食を起し，海洋のエネノレギーが

直接国土をおびやかす状態になっている。

(2) 生態学的特性

河口部，砂浜，干潟など浅海部を汽水域， Estuaryと呼ぶ。乙の域は陸か

らの適度な淡水の供給を受け，塩水と連続的IC:.混合し，藻場を形成し，デ卜

リタス・ベントス・パクテリヤを生み，ひ弱な生物を育む。魚貝類，そして

水鳥が成育する場でもある。自然系lζ抗し 一個所IC:.多量に集められた排水

は，乙の生態系を崩し，富栄養は，排水中の有害物質とともに，母なる海の

再生機能を喪失させる。大阪湾のアマモ場は昭和40年から46年までの数年間

lζ49%と半減した。沿岸域における乙うした問題は人工陸地と， 陸lζ住むも

のたちに見かけの便利をもたらしてはいるが，母なる海の大事な部分を殺し

ており， ζれを，単なる環境悪化，汚染問題として捉えるととは皮相的であ

る。沿岸域は，波 ・流れによって，絶えず動いている。乙れは，拡散・浄化

に役立つ一方，大規模な沿岸域破かいが広域lζ伝搬する結果ともなる。沿岸

域の生態系は，①食物連鎖，②結合媒体の複雑さ， ①流入水の影響， ④水域

の循環機構，＠エネルギーの発生・貯廠，＠窒素， ⑦酸素，③光，①温度，

⑬埼分濃度などと深く影響する。人工構造物とそれに影響を受ける生態系の

適確な把握を行い，適切な保存，保全，開発計画を策定し，行動を行うのlζ，

陸域とは違った理念、と技術を必要とする。

(3) 利用特性

漁業そして他の峨圏との広い交流の場として，沿岸域は利岡正予れてきたの

であるが，人聞社会活動の高度化につれて，表21ζ示すように，大規模工業

用地，民業用地，都市住宅，さらに，エネルギ一生産備蓄用地，下水処理場，

廃棄物処理場， レクリエーション用地などと，内陸K求められない用地とし

て，干拓，埋立が，自然、の造陸作用を先取りして行なわれてきた。その規模

は表3IC:.示されるように想定氾濫面積に等しし、。その場合の問題点は，母な

る海の再生機能はあまり考慮される乙となく ，先取りされ，あたかも弱肉強



沿岸域問題と港湾再開発

褒 3 沿岸域の人口，土地利用と全固との比較

全例 ti＇② 四古 z巴 ~I<: Jk 氾孟 lメ；成

'" ’，r 
面 柏 楠I~比 ITII 附 1和此比 今！？！比 前＇ 1n 構成比
{lfho) ('&) (}jh,J （%） C'ol (liho) ｛%） 

Ci' じ j也 BB 2.3 33 13.0 M.B B 11.9 

. ，， 師•＇Ii · 店舗可の’u也 IO 0.3 1.4 10.0 1.2 

主 111 地 13 0.3 6 5.7 46.2 4 5.4 

毘 Ill 地 599 15.9 40 40.6 6.7 2B 40. 7 

t、 II- 2.523 66.9 4 3.B 0.2 2 2.5 

"' 
g、 I也 541 14.3 36 35.5 6.7 26 3B.3 

l制 111 介｜ 3, 774 100.0 99 100.0 2.6 69 100.0 

人 II ii＇② 103,720( f・人） 17.963 17.3 II.822 
人 II 官 1!£ 2B0.3 （人 •km J I BI7. 7 I, 706.6 

IL m 院n町運輸r.Ill日Hi I毎1 ；•凶作士蚊果。l'!lt 柑；•；.，•f，・による

② ll{!fl/47'1＇度的附同 iJr 'IH」一円J/111'1.＇｝，.による．
③ llllfl/45<1' 'IF!'，｝調Ir,.による

世間比
（~，） 

9.0 

10.0 

30.7 

4.7 

0.1 

4.B 

l.B 

11.4 

1'品企 の IX: 分

(ii 

Ci'’t地医

市i主主情地区

Ll.地［＞（

Ill地 冊地

＂地

公共・公IOI帥地海浜地その

m' 

① .tt ~じ，e:i.:.L＜：凶／！，. t牌1 r.百I州立と..t帥l流出により，；h；じきれる範Jiiiて.J且主的海水町影拝範l呼lよリ多少11:い帝柿をf，＼った
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食の観を呈して陸地化され，沿岸域は消滅してしまったといえる。

(4) 制度特性

275 

他

乙のように推移したのは，水面は公有とはいうものの，無主物国有無管理

状態におかれていたためと思われる。確かに，漁業法，鉱業法，公有水面埋

立法，港i或法，港則法，さらIC，港湾，漁港法，海岸法なと、の法制度はある

が，単一目的達成のための水域利用管理法であり，相互に有機的に開発保全

を一体的に考えたものではない。欧米諸国の沿岸域管理制度lζ比べて，著し

い遅れを示している。

沿岸域の問題が総合的に考慮すべきと主張されたのは，昭和48年10月科学

技術庁海岸開発審議会の答申（3）が始めててなかろうか。また昭和52年11月，

第 3 次全国総合開発計画 （•l) の中で，次のように述べられている。 「近年新IC
海洋秩序の形成等新しい要請に対応した利用空間としての海域及び．海岸への

期待が急速に高まり，特IC漁業の場としての重要性が一層増大しているとと

もに，残百された自然、海岸及び干潟の保全の必要性も認識されている。乙のよ
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うな課題lζ対応するためκは 海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸陸海域（沿

岸域）と して一体的にと らえ 多面的な利用が可能な空間としての特色を 卜

分lζ生かしつつ，沿岸域の自然的特性，地域的特性，生態環境IC::応じて，保

全と利用を一体的に行う必要がある。したがって，今後，沿岸域の利用が増

大すると予想される一方，保全の必要性も高まると想定される中で，利用分

野間及び保全と利用の間で適切な調整を行う ζとが，極めて重要な課題であ

る」 とし， 「沿岸域の特性を十分考慮した上で早急に保全と利用の某本的

な計画について検討する」と述べているととは，画期的な乙とといえる。し

かし，その後，乙れの実現に向けての制度化の顕著な動きが見られないとと

は，残念な乙とである。

3. 沿岸域問題の今後の課題

人間生活の多様化，社会活動の高度化，そして都市化の進む中で，沿岸域

空間への利用圧力は今より一層高まると思える。陸域については，国土総合

開発法，土地利用計画法，さらに，都市計画法および，乙れに関連する諸法

規が改正整備t'れ，スプローノレ開発は極力抑制するよう配慮されている。し

かし 沿岸域については，乙れらの諸法を援用する程，成熟していない現状

にある。科学技術庁，国土庁の適切な認識と提言を受けて，沿岸域の保全

Preservation ，保存 conservationそして開発utilizationへの具体的な方

向を 1日も早く見出させねばならないと思う。その場合の課題と して，つぎ

の事項を列挙し得ょう。

(1) 沿岸域問題の正しい認識と，闘係者の取り組むべき謀本的姿勢の

確立

複雑な自然系と人文系とが織りなす沿岸域環境の中で，何が生じているか。

どうすればよいか。それは，陸域の土地問題，住宅問題，社会資本の整備問

題より深刻であり，陸域問題のツケを沿岸域で解決させるという安易な思考

は許されないのである。
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(2) 沿岸域基礎科学の充実

海洋問題，陸域問題程， 沿岸域の科学的課題の研究は進んでいない。生態

系 lつ捉えても，開発行為が行なわれたとき，とう系が変化して行くかとい

う動学的問題についての解明はほとんどなされていない。マクロ， ミクロを

通じて，沿岸域の資料を整備し，重要な課題について，調査研究を早急に進

める必要がある。

(3) 沿岸域開発可能ポテンシャノレの把握

乙の分野の研究の必要性が指摘され，多種の研究調査が行なわれてきた。（5)

しかし，静態的な｜根られたデータと，方法論の開発のみであり，前述した動

学的データの蓄積はなく また方法論にしても，隣接域間相互の関係，時間

的変動を予ifilJする研究が遅れているため，実用域犯逮していない。

(4) 需要動向の把握

短期，長期の需要予測が不完全である。 ζのため，必要が生じたものから

というスプローノレ現象にどうしても成り勝ちである。近年急激に，沿岸域利

用の需要が多方面にわたり，大規模に生じ来つつある。そ乙で，需要聞の対

立，紛争も生じ，環境悪化の傾向が表われている。乙れに対処するため適正

な沿岸域利用計画を策定する乙との必要性は分っていても，陸域のそれと比

較して，バランスのとれた計画を策定して，不用 ・不急の計画lζ厳しい制約

を与える乙とは，制度上の不備等実際問題として困難な状況にある。

(5) 沿岸域管理の制度化

現在わが国では，沿岸管理の主体が明縫でなし、。水域はその場合国の包括

管理に属するが，港湾，漁港区域，海岸保全区域などを除いては管理主体が

明確でなく，水面を地先とする都道府県知事が機関委任事務として包括管理

している乙とになっている。しかし，主務大臣も明確でなく，水面の境界も

存在しないのが現状である。したがって，調査から計画の策定 ・調整行為を
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行うべき主体もない。

4. 港湾再開発の動機と要因

(1) 港湾再開発の動機

わが国の港湾は海陸交通の結節点として，ターミナル機能を持ち，地域開

発 ・産業振興の基盤と して整備されてきた。輸送交通の近代化，産業構造の

変化，都市化の進展，ならびに人間・社会の多様化，価値観の変化lζ伴い，

港湾機能の劣化，施設の陳腐化が生じ，港湾の再開発の要請が各所iζ生じて

きている。乙れは日本のみでなく，欧米諸国を始めとして，国際的lζ共通の

問題ともなっている。わが国の国土条件，産業構造，港湾の成立過程から欧

米諸国fL:おける港湾再開発問題とは，性格を必ずしも同じくするものではな

いが，前述した沿岸域問題と重ね合わせて，問題を分析し，乙の分野の課題

を明確にして行きたい。図 lは港湾fr:発生している再開発の問題の要因を時

図1 単一社会から慣音社会に向けての港湾
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系列に配置し，動機を明らかにしようとした。右下から左上fr:沿って，港湾
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関連企業動向の時系列変動であり ，左下から右uζ沿って，個人・社会の価
値観の変化が並べてある。特徴は，個人，単一の価値観から，複合体の福祉

型の価値観へと変化している乙とが示されている。外部的要因として，技術

革新による輸送の近代化，複合社会として都市化，総合計画への要請が，沿

岸域空間としての港湾の環境を形成している。過去単一社会の単一目的の集

積として整備されてきた港湾は，物理的・経済的さらに，社会的機能の劣化

・不整合として再開発が要請されている。目標は，複合社会lζ向けての港湾

であり，都市・港湾機能の向上，陸域 ・水域の一体的高度利用が目指されて

いる。

ζれを詳細IC分析するためK，港湾の陸域・水域を一体lζ して，特性IC応

じて，ゾーニングを行い，物理面，経済面および社会面，環境面iのそれぞれ

適確に評価しうるよう項目，指様を選択する乙とが必要である。また，港湾

周辺にまで分析・評価する乙とが必要である。乙の場合，評価する立場によ

って，評価自体が異なる乙とも配慮、しておかねばならない。

(2) 港湾再開発の定義と目的

個人およびその集合体の価値観の変化に伴い，単一社会から複合社会に向け

て変貌する社会環境の中で，沿岸域の一部分としての港湾の区域内の劣化お

よび不整合となった施設機能をゾーンごとK，修復・保全，保存，用途変換，

移転，除却および新設を行い，陸域・水域空間の総合的な高度利用を図り，

臨海部市機能を含めた港湾機能を向上させ，新らしい港湾像を創造し，周辺

の沿岸域の適正な一部として，よみ返えらせ，もって公共福祉の増進を図る

乙とが港湾再開発の内容となろう。乙乙で，再開発は，施設のようなハード

の部門のみでなく，協同化，協業化，情報化など運営・サービスシステムの

ようなソフ トの部門を含めたものと理解さるべきである。

乙乙lζ新しい港湾像の具体的内容について論及しておきたい。

表4IC::示すように，輸送・交通の安全・確実 ・迅速・低廉・快適・円滑を

はかり，サービスの向上を直接目的としながら，最終的ICは住みやすい（ゆ

とりのある，よい環境），働き甲斐のある（安定雇用，高所得，公正，成長
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表4 港湾再開発の直接白的と最終目的

Se1 vice 
似 I・陥 J孟・'i'IM

全
災
述
山
晴
迎
治

安
川
叩
川
一

一似

仙
川
川

。 （~：みやすい

地域の新しい｝従

業の，，先発

。働き iド裳のある

。生き甲斐のある

。：＼£！ 7 

性のある） ，生き甲斐のある （生産 ・消費 ・文化の創造lζ役立っている，よ

り高い知識，世界の人と交っている），憩う（余暇を沿岸域の有効利用lとよ

って活用する），活力ある（Livability）ポートエリアとしての港湾の形成

を目指すものであり，それは都市複合港湾社会の創造を意味する。

乙う した複合社会形成の場としての港湾づくりKは表5IL示すような従来

とは異なった幾つかの視点が必要となろう。

表5 単一社会から複合社会に向けての港湾再開発の視点、

i件ー グループ ユ ト主f｝イ／テレストグ／レープ
（｛時々の港湾 .i 止 i•：泣業 ） （利JJj者 ；；＜~特-ti . 他の平IJJIJ者 ）
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単－ Fl （~’0 （ 経済引） ， 陵介blEJ(J （焔祉明）

単ーンステム F 阪イ｝；，ステム

現11.）•点Hllfl F 将4とへのl民望

単一学問 ニ 桜子γ下問

効ギJJ;iV1 工 公正 J，~iV; ( ,J司利 ・和1の必'lt)

lkい地域 ニ J.Lい地域さらに［£［1努（l(Jl足型i
個別，¥j-ffilj一集権illl［倒l ニ 総イ日lillli 分権自’j達成
（規制 ・tlli助） （純利変換 ・税制I.訓柊）
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5. 港湾再開発の方向と問題点

(1) 港湾再開発を促す要因

図lk示した乙とを整理して表6Iζ示した。内的要因として，価値観の変

表6 港湾再開発を促す要員

内的要員 外的要員

①治的内における企業ならびにJJ;l岐に ① 技術革新

おける民合体のf111if1也！＇.主の変化 一般的情報化， システム化，

②』也i設機能の分化と不務合 無公；I；：化噌i'lエネ，
物思l(l(J’材質， fiViili，形状，tHli. 行力 ・llilJJ＿変化

J且f!,'i，問~ii'.' , l~R s也の伏少 Jl<J際化
経済的非：.＜J1'V，不i弘取｛＇.＇修復 輸滋［面協同化，協~it ,

の不統治 大＇＼＇i化.41"1化，
社会的 ・危険，スラム化，’品』It 日iili化，際司1，化，

討会耳、：i..：，さびれ， I’llfi}J化，
環境の！IMじ（公;-Jj:.J;l観 ② Md！化（治的以外の潟裂の発生）
の悪化，交泊iJ~帯，不llli ③イ7限財としての沿岸域のイI効利JJtJ,
生etc) ,::;;J交のやiIJ11i1lfi他への要約

④ 沿J,;1域生態系の肢かいの危機感

化と港湾内の施設・機能の矛盾があげられる。一口にいうと経済効率から，

社会福祉の向上，港湾という沿岸域の中での人間・社会活動の有り方の模索

があげられる。それは，技術革新，都市化，有限財としての沿岸域空間の見

直しという外的要因によって，必然性と緊迫性が与えられている。

しかし， 具体的な港湾再開発の行動目標は各港の歴史的背景，現実の矛盾

の表われ方，施設整備の過程，住民感情などによって，決して画一的なもの

ではない。また画一的になる乙とは好ましいものではない。乙乙で，パノレテ

ィモアの例をあげたい。パノレティモアは米国東部海岸にあり，古い歴史のあ

る港湾都市である。内港と称される地区は，都心lζ近く，西部開拓の拠点と

して，ボストン，ニューヨーク，フィラデルフィヤと同様繁栄した港湾地区

である。港湾の近代化につれ，新しい港湾施設は漸次港の外側に整備され，

乙の地区は老朽化し，スラム化し，古ぼけた煉瓦づくりの倉庫群の立ち並ぶ



282 沿岸域問題と地袴再開発

不衛生，治安の悪い街と変化した。公企業体であるポートオーソリティは，

港湾の活性化を求めて，再開発しようとするより，都心から離れた沿岸域

lζ，近代港湾を整備しつづける方が得策と思っている。バルティモア市向

体，老桁化が進む郎市であるが，市は，活性化のための一連の都市計画の

一環としての内港地区の再開発を意図し，ポートオーソリティから，乙の

地区の権利の依譲を受け，第3セクターを設立し，これを中心IC::，再開発

する乙とになった。 ζのときの行動目標は つぎの 7つである。①適切な

住宅供給，②治安の回復，＠都市交通の整備， ④雇用の改善，⑤教育施設

＠レク リエ一、／ョンのための沿岸域の手IJHI，⑦文化財としての健築物の保

存による市の歴史の再認識 海への関心の普及をあげている。フィラデル

フィヤ港についていえば 臨港道路を地下に入れ 人工地盤 tk臨港公闘

を造成し，周辺fC::高級マンションを配し，付近の土地の付加価値を高める

方針をとっている。ボストンでは，歴史的鐙造物を巡回経路lζ配し，｜日倉

庫の中を改造して，食堂街lζ し，周辺を若者の集う広場lとしている。

共通している乙とは，米国の場合，港湾再開発というよりは，旧港湾地

区を都市の一部として，再生 renewalしようとしている。ただ，沿岸域

の特性を利用し，海事，港湾色を強く出すため，昔用いられた帆船や，水

産食物を中心とするレストランを配するようにしている乙とである。乙れ

らの努力は，それなりに，成功しているようであるが，沿岸水域の限られ

ているわが国でそのまま踏襲できる方向であるとは思えない。

こ乙で，港湾再開発の行動目標策定の方法として，留意すべき事項を列

挙してみたい。

1 ) 港湾を幾つかの特性lとより，ゾーニングを行い，要因別の評価項

目，評価指標lとより，現状分析，ポテンシャノレを測定し，項目別IC::劣化の

程度を明らかにする。乙の場合，ポートエリアをできるだけ広くとる。港

湾周辺，陸域をも取り込み少くとも，湾全体の沿岸域利用計画を持つζと。

また，長期と短期の見通しを区別する乙とも必要である。構想、，基本計画，

盤備計画，実施計画と，｜珂｛確に区別した，ステップを踏む乙と。

2) 再開発の目的，行動目標を具体的に明確にする。誰のために行う
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のかも明らかにしておく必要がある。利害がどのように発生するか，予測す

る乙とも必要である。乙れは，各港湾、ごと，地区の特性によって，異なるで

あろう。しかし，全体としての整合性が保たれる必要がある。

3) 都心近接型港湾地区では，臨港部の都市再開発の一環として思考す

る乙とは有効である。 （神戸港，儲浜港） 都心と離れている港湾地区では，

臨海部のユニークな別都心をつくることも考えられる。 （神戸ポートアイラ

ンド，大阪南港，名古屋，広島字品）

4) ふ頭機能は，品目別，専門別，航路別 船社別lζ分担させる機会を

生み出す乙とが必要であり，複数パース一体使用を誘導し，ふ頭利用運営の

方式の改善を提案する。広いふ頭用地を確保するため，スリップの埋立など

検討する。

5) 大規模臨海性レクリエーションゾーンの設定を行う。乙乙に，海事

普及施設，歴史的船舶を配置する。文化財としての港湾の発見と再開発，保

存が必要である。

6) 臨港道路特に湾岸道路を整備する。乙の場合，背後地と遮断する乙

とのないよう，構造lζ留意しなければならない。地下，半地下が好ましいが

高架でも，者NI心とのアクセスが容易で沿道 ・視界が快適な環境を持つ必要が

ある。

7) 港湾関係者，特K，土地の所有者，施設の利用者と再開発について

協議し，そ乙から，再開発の構想が生み出される乙とが必要である。乙の場

合，港湾管理者は，一面，地方公共団体でもあるので，実施を自ら行うかど

うかは別としても臨海部都市計画者としての立場をとる乙とが必要である。

8 ) 計画案の代替案を列挙し，いろいろの立場から弾力的な総合評価を

加える。再開発の場合，既得権益が存在するので，新設以上K，困難である

が，全体の利益が公正に損失を補う方策として生れて乙なければ，実行性

teasibilitv が薄くなる。

9 ) わが国の場合，防災面を配慮した再開発が特に必要である。

10) 沿岸域の活性化iζ寄与する程度を，明確に評価しておく乙とが必要

である。
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6. 沿岸域活性化のための港湾管理者の役割

昭和25年の港湾法制定の趣旨にも拘わらず，地方行政の一環として，公物

管理を基調とするわが国の港湾管理者制度は，営造物管理を±M1とする欧米

主要港湾の公企業体運営とは組きを異にする方向を辿ってきた。土地 ・施設

を公企業体財産とみる欧米諸港湾では，港湾再開発も，土地施設の付加価値

を高めるととに視点がおかれ，地域全体の生活環境造成はとうしても受身lと

なる。私権の複雑K入り込んだ陸域と，公権は存在しているが，不明確な水

域とから構成される沿岸域を 空間整備行政の一環として開発保全を図ろう

とする場合，わが国の現行港湾管理制度はむしろ好ましいといえる。特に港

湾の場合，港湾区域のみならず，港湾のJ,';J辺地域，臨港地区の保全，利用に

ついて行政責任を持っている。法の適正な運用を図れば，広範囲の沿岸域空

間の管理行政は行えると思われる。すなわち 当該港湾とその周辺沿岸域に

ついて，ポテンシャノレの調査を行い，再開発の目的，理念，行動目標を立て

港湾の再開発を含めた沿岸域利用計画を策定する乙とは，可能であり，積極

的lζ行う必要すらある。しかし，その実行は，現在の港湾法のみでは，必ず

しも，容易でない。都市計画，道路整備にあたって，逐次の事例研究を積み

重ね，各種の法改正が行われてきたように，港湾の場合でも，その過程を踏

む必要があろう。例えば，都市計画法，及びこれに関連する地区計画，沿道

整備計画の規程，土地区画整理法，都市再開発法，特定住宅市街地の整備促

進κ関する諸制度あるし、は日本住宅公団法の改正など，陸域空間の再開発，
周辺整備に闘する法制度の改正は着実に，積極的に行われている。沿岸域特

に港湾の権益の存在は，陸域のそれとは異なったものがある。補助，用地権

益の買収，売戻し，減歩，交換方式，管理処分方式等が画一的IC実施可能と

もいえない。したがって， 仁記法制度をそのまま，導入する乙とにはなじま

ない面があるし，各港湾の事情によって，新たな工夫が必要であろう。しか

し，全体として，また，長期的lζみて，沿岸域・港湾の再開発は必要な乙と

であり，大きな便益，福祉を生むのであるから，利害の調整を図りうる手法

を見出しうれば，実行可能となる。現実に，八幡浜港なとにみられるように，
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地区全体の合意が得られれば，現行制度の中でも，各種の制度を組み合わせ

て，実行可能な場合もある。しかし，抜本的には，各港湾ごとに，港湾管理

者が中心となって，沿岸域利用計画をたて 港湾再開発計画の具体策をっく

り，問題の所在をより明催にして，新たな手法を模索する乙とが，目下の急

務であろう。

7. むすび

沿岸域は，自由競争の原理と必要性の原理とによって各種の権益の複雑に

からみ合った陸域と，管理主体の不明確な水域とから織成された第3の国土

空間である。しかも，地理学的にも，生態学的にも，生活空間の場としても，

陸域 ・水域と区別して認識されるべきでなく 一体的にその管理・利用が図

られねばならない。陸上に住む人聞が，国土の狭踏を理由に，安易lζ陸地化

を押し進める乙とは，やがて，人類の死滅をも予測させる。わが国の場合，

筏り少ない稀少な有限資源であり，需要の圧力の大きさによって，無計画lζ

先取りし，スプローノレ化を進めることを止めねばならなし、。沿岸域利用はそ

の特性から，陸域の延長とみるのでなく，海からみた陸域の利用という視点

が特に必要である。それは，海の生物との共存のほか，国際的，広域からの

交流の場であり，自由と連帯の文化を生む貴重な空間でもある。古くから開

発の進んだ港湾を含む沿岸域では，施設機能の劣化，環境の悪化が顕在化し，

人間 ・社会の価値観の変化IL伴う，輸送交通の近代化，都市化の流れの交錯

の中で，再開発が要訪＜＇.＇れている。公害 ・自然の汚染防止のみの観点で，現

状維持を図る乙とは決して良策ではなし、。また，大した影響はないとして，

高度成長期に示した姿勢を今後とも続けるべきでもない。住みやすい，働き

甲斐のある，生き甲斐のある，憩う，そして，個性的な，快適な，活力ある

質的に良好な沿岸域を積極的lζ創造する決意を持つ乙とが必要とされている。

乙乙で，その先導する主体は，わが国の場合，港湾管理者であると した。乙

れは，輸送交通機能としての港湾あるいは施設管理を主体とするという従来

の概念とは違って，沿岸域の中絞となる港湾を第3の国土空間として認識し

その空間の管理者としての新たな役割を加えたζとになる。 したがって，広
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般な観点から，沿岸域の特性，ポテンシャルを調査把握し，多様化する荷要

の利害を調整して，適正な沿岸域利用計画の中で，高い付加価値を生む港湾

の再開発を行う主体となる乙とが要請される。広域を扱い，多種の事業を取

り込む乙とによって，利害の調整，分権的迷成も容易になることもあろう。

沿岸域利用計画，港湾再開発計回を推進する場合，権益保持者，利害関係者

に計画の重要性とメリッ卜を示して理解を求め，均しく参加する機構が必要

であろう。そζlζ，新たな調整の論理と手法の開発も行われることとなろう。

民間の英知と資力を活用し 実行への推進力を得る乙とも必要であろう。国

は乙のような港湾管理者の努力に 必要な援助と制度化を積極的に促進して

行くのが現在特に望まれていると思う。港湾行政それ自体，輸送交通機能の

近代化・合理化の基盤強化の方向lζ進むと同時に 沿岸域総合行政へと変貌

する面を併せ持っととが必要な時期に来ており 国民的要請の中で乙れの実

現を期したいものと思う。乙れは，港湾関係者・港湾管理者の意識・性格さ

らに，組織の再編成IL及ぶものであろうが，港湾i法の本旨lζむしろ合致する

ものと思われる。
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